
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル社会における消費取引研究会 

第８回 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
消費者庁 取引対策課  



2 

 

第８回 デジタル社会における消費取引研究会 

 

 

１．日 時：令和７年４月２５日（金）１４：００～１６：００ 

 

２．場 所：中央合同庁舎第４号館共用第４特別会議室 

 

３．議 題 

・事務局からの説明 

・三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社からのご説明 

・松本委員からのご説明 

・自由討議 

  

４．出席者 

（委員） 

大橋弘座長、奥原早苗委員、栗原美津枝座長代理、佐藤一郎委員、 

滝澤美帆委員（オンライン）、田中れいか委員（オンライン）、 

殿村桂司委員（オンライン）、松本敬史委員、三谷慶一郎委員 

 

（ヒアリング対象） 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 主任研究員 五味 崇氏 

 

（事務局） 

新井長官、吉岡次長、藤本政策立案総括審議官、田中審議官、伊藤取引対策課長、 

落合取引デジタルプラットフォーム消費者保護室長 

 

（オブザーバー） 

公正取引委員会、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省、 

独立行政法人国民生活センター 
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○伊藤取引対策課長 定刻になりましたので、ただいまより第８回「デジタル社会におけ

る消費取引研究会」を開催したいと思います。 

 委員の皆様には、御多忙のところ御参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、宮木委員が所用により御欠席と承っております。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 大橋座長、よろしくお願いいたします。 

○大橋座長 皆様、改めまして、こんにちは。今日はお忙しいところを御参集いただきま

して、ありがとうございます。 

 本日の議事はおおむね３つございまして、それぞれについて今日も闊達な意見交換をさ

せていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の議事については、運営要領に基づいて公開とし、YouTubeにて一般公開が可能でご

ざいます。 

 本日使用する資料について御確認させていただきます。 

 事務局からお願いします。 

○伊藤取引対策課長 本日は、議事次第のほかに、資料１、資料２、資料３となります。

不備がございましたらお知らせください。 

 なお、リアルで御参加の委員の皆様には、今回もタブレット端末または紙媒体の資料を

お配りしております。支障などがございましたら、事務局に適宜お知らせいただければと

思います。 

 以上でございます。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 本日の議事ですけれども、最初に「前回までの議論のレビュー」ということで事務局か

らの御説明、２番目が「デジタル社会における消費取引等に係る諸外国の取組状況」、最

後に、松本さんからパーソナルAIについてデモを行っていただく御予定ということですの

で、楽しみにしております。 

 それでは、まず事務局から資料１について御説明させていただいた後、三菱UFJリサーチ

＆コンサルティング株式会社より、資料２について、本研究会で議論した内容に関する諸

外国の取組について調査いただきましたので、御報告をいただくということで進めさせて

いただければと思います。 

 まず、事務局からお願いいたします。 

○伊藤取引対策課長 ありがとうございます。 

 資料１に基づいて、私から15分程度で御説明をしたいと思います。 

 ３枚目のスライドから入りたいと思います。「はじめに」とあります。 

 今回、このペーパーは、これまでの委員の皆様の御発言、御意見を整理させていただき

つつ、さらに論点として深めて御発言、御意見などを頂戴したほうが大変ありがたいと思

っているものをクエスチョナリー形式でまとめております。 
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 改めまして設置趣旨になりますけれども、下に２つ「Ｑ」と入っています。第１回目の

ときにそもそもということでお話ししたのですが、取引って何ぞやというところでありま

す。さらに、デジタル取引となっている中で、今までの取引と何が同じで何が違うかとい

うこと、また、これらを踏まえてどういう社会制度をつくり上げていくべきか、こういう

お話を問題意識として事務局より紹介いたしました。 

 ４枚目のスライドは、これまでの資料の中から、取引の概念、消費者法制の取引の考え

方などを要約させていただいたものです。真ん中のところで、消費者法制の「取引」の考

え方は、二者間かつ有償、有体物とあります。 

 下の四角囲みに特商法を例に挙げておりますけれども、この分野でのデジタルへの対応

としては、「通信販売」類型に当てはめて規制していると。また、ヒアリングでありまし

たけれども、消費者からの申込み手法についてのデジタル化を想定したものであるとのこ

とでございました。 

 次に５枚目です。ここから論点という形になってくるわけですけれども、１つは「取引」

とはです。デジタル空間での消費取引の考え方について、オレンジの囲みですけれども、

従来の通信販売の延長線なのか、それとも別物なのかという論点があろうかと思います。

これについては青い四角で、以下同様なのですが、いろいろな意見がありましたけれども、

主立ったものをピックアップさせていただいて、３つずつぐらい抜き出しております。 

 １つ目の□ですけれども、従来のカテゴリーで制度を入れていくことは無理だと。媒体

や場で整理するということよりは、仕方や状況で考えていくべきだと。後追いの対症療法

の整備よりは、包括的に考えていかなければいけないといった御意見。 

 ２つ目の□ですけれども、こういう性質だからというふうな形で演繹的に規制し切きれ

ない、カテゴリカルなアプローチだけでは通用しないので、もはや延長線にはないのでは

ないかということ。 

 ３つ目ですけれども、ルールがタイムリーに対応していかなければいけないということ

ですから、従来の考え方を抜本的に改めるべきであると。 

 下の青の矢印は改めて問いかけでありまして、皆様は演繹とかカテゴリーのアプローチ

が困難だというお話が多かったわけですけれども、ではどういった仕組みを考えればいい

かということになります。 

 ６枚目のスライドでありますけれども、ここから取引の特徴ということになるわけです

が、１点目は主体・場でありまして、主体のところは２つあります。１つは、消費者と事

業者の関係性。もう一つは、場の提供者の役割の拡大です。 

 青いところであります。１つ目、消費者という考え方は近代工業社会を前提にしている

ということ。 

 ２つ目と３つ目は、場の提供者ということでプラットフォーマーを挙げておりますけれ

ども、消費者と事業者との間の契約の当事者ではないという建前がある。したがって、直

接に責任を負わないことになっている。したがって、どこまで管理責任を持たせるか。一
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方で、その管理責任の全てをプラットフォーマーで果たすこともなかなか難しいので、悪

質な利用者にもちゃんと責任を訴求すべきであると。 

 したがって、青矢印ですけれども、事業者から消費者に向けた一方向の取引という前提

についてどうか、どこまで場の提供者に管理責任を具体的に求めるかという論点でありま

す。 

 ７枚目、８枚目は、取引の中身の話でありまして、いろいろなものがありましたけれど

も、特にということで例示的に挙げています。 

 １つ目が、７ページの無償、無体物の扱いといいますか、先ほど有償、有体物が射程に

入っているとお話ししました。ところが、金銭的な関係性については、例に挙げています

ように、SNS、レコメンデーションを受け取る、あるいは個人情報や関心、こういったとこ

ろを無償で取引されていることが多い中で消費者被害が出ている、これをどうするかと。 

 青い四角の中ですけれども、１つ目、これまでの取引という概念を広げないといけない

と。主体間での何らかの情報を複数者が共有する場合には、特定の行動へ誘導を行うとい

う形になれば、それらは全て対象にすべきだと。匿名、不特定多数は関係なく、そこはも

う有償、無償は問わないという御意見。 

 ２つ目は、言葉にあまりとらわれずに、消費者個人の方が何らか困った状態になること

を防ぐという趣旨でやっている以上、典型的にはこれまで金銭だったけれども、言葉にと

らわれず、本質、実態として何を保護すべきなのかを考えれば、おのずから答えとしては

無償も入ってくるという御意見だったかと思います。 

 他方で、３つ目ですけれども、ヨーロッパの事例がヒアリングでありまして、無料のサ

ービスであっても個人データを対価として代わりに提供する場合、有料と同じように扱う

と。日本でも交換という考え方が民法上あって、個人データを対価として渡してサービス

を受けるという契約だと考えれば、有償契約になる。 

 ここもあまり御異論があったわけではなかったと思っていますけれども、もう一度確認

をさせていただくということであります。 

 もう一つ、８枚目のところです。デジタル特有の特性として、パーソナライズ、プロフ

ァイリングによって特定の個人に働きかけが行われるようなマスの戦略が出てきていると

いうことだと思いますが、これまでの御議論の中では、１つ目、GDPRではデータの主体が

個人データのプロファイリングをやめろという権利があって、その前提として、やってい

ることを表示する義務をかけている。あと、デジタルサービス法の例もありました。 

 ２つ目の□ですけれども、自分の情報がどう扱われているか、いろいろな情報を自由に

取得することで、よりよい意思決定ができるのではないかという視点が大事であるという

委員の御意見に対して、ヒアリングをさせていただいた際には、その対象の方から、矢印

ですけれども、個別化された勧誘によって判断させられた場合に、本当に自分の自由な判

断なのかという点がこれまでとは異なる、どういう場合に従来型の自由な自己決定に基づ

いて契約をしたとなるのかが大きな問題となると。言えるのは、透明性、transparency、
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あるいは事業者がこういうことをやっていますということを知らされれば、購入者、消費

者の側も冷静に判断できる、これが大事であると。 

 ３つ目、一方で、行動履歴を収集して事業に生かしていくというのは企業努力の成果で

あって、競争優位を築く戦略だと。企業が情報にアクセスできない消費者からある種過剰

な利益を吸い上げていく可能性は不公平性がある一方で、価格差別自体は社会全体のトー

タルで見た場合、余剰を拡大する可能性もあると。 

 ということで、恐らくパーソナライズとかプロファイリングすること自体に問題がある

ということではないのですが、その結果として消費者が、青い矢印ですけれども、自己決

定権を確保していくための手段として、透明性、選択肢の増加、そういったことをやって

いる者を評価する仕組みが重要と、こういった御意見がこの会ではあったかと思います。

ほかにあるか、これでよいかという点でぜひ深掘りできればと思います。 

 ９ページです。その他、どういった特性がありますかということであります。これまで

委員の御発言を拾ってみると、青い四角の中ですけれども、匿名性・越境性、多様な技術

の活用、あるいは脆弱性といった言葉がありました。これらについて、もちろん特徴だと

思いますけれども、具体的にどういった変化がデジタル特有に見られていて、それにどう

対処すべきかという点、もし何か補充できるような御意見があればありがたいと思ってい

ます。 

 青い矢印の２つ目のポツのところですけれども、先ほど来あった消費者の自由な意思決

定が権利だということを前提にするのであれば、不可逆性、戻りにくくなっているとか、

非顕著性、目立たせないとか、分かりづらいとか、非良心性、ありていに言えば力関係が

懸絶ゆえに、それを利用して畏怖の念とか、自由に独立した判断ができないようにわざと

しているかのような非良心的な対応ですが、こういったものもデジタルだからこそより明

確に浮き彫りになっている時代ではないかなとも考えられますが、これらの点について違

和感、その他御意見があればありがたいなと思っています。 

 実は、ここは青い矢印がもう一個ありまして、以上の特性、特徴をひっくるめた場合に、

これは通販の今までの流れと違う、古典的な通信販売ではないとすれば、これをどのよう

に呼ぶのがよいのかというのが悩ましいところでありまして、ぜひ御提案をいただければ

ありがたいと思います。 

 ４ポツのところは、方向感であります。そうであればどうするかということです。この

会のスタンスからいきますと、望ましいデジタル消費社会から逆算して考えていくという

ことだろうと思いますが、青い四角の中の１つ目、今の動きにどうついていくかという視

点だと、トラブル対処のみに皆さんどうしても目が行きまして、それが自然だと思うので

すが、それも大事ですけれども、望ましい社会をどう体現するかという体系を示すことが

重要ではないかと。 

 ２つ目、デジタルについて、消費が楽しくなり、自分で考えていくしかないというのを

感じながら、怖いものではなくて、ポジティブに上手に付き合っていこうという部分をし
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っかりと前面に出していくべきではないかと。 

 ３つ目と４つ目ですけれども、角を矯めて牛を殺すみたいなことがあってはいけない、

将来の芽は殺さないということが肝要だと。短期的にももちろんやるべきことは相当あり

ますけれども、中長期的に抜本的な考え方を導入しなければ、現状、構造的にというか、

多分根本的にということだと思いますけれども、対応することができないのではないかと。 

 そういうことで、実はこのページは大事でありまして、したがって、最初の論点になっ

てしまうわけですけれども、対応の方向性の基軸、一言ではなかなか言えないと思います

が、フレーズというか、こういう考え方でどうかという御提案があれば大変ありがたいと

思います。 

 そして、11枚目であります。もう一つ横断的な考え方として、事業者の性質といいます

か、健全、極悪、その間の層みたいものがあります。要は、手段の使い分けの概念という

のは、今の消費者法制は例えば取引でいくと特商法などはないわけですが、こういった手

段の使い分けの概念を導入すべきかどうかだと思います。 

 議論の中に、青枠ですけれども、基本的にはハードだけではなくソフトも組み合わせて

イノベを促進し、不公正なものは徹底的に取り締まる、そういう流れかと思います。 

 ２つ目の□ですが、例えば名前を公表するとか、消費者が悪質な事業者に近づかないよ

うな仕組みをつくるとか、あるいは健全な事業者を消費者が選びやすくしていくというこ

とだと思います。 

 青い矢印ですけれども、具体的にそのほかに考えられるものとして、セーフハーバー、

あるいは公正競争規約とか、１回目ぐらいに若干そういった議論があったと思いますけれ

ども、それ以降出てきていませんので、もう一度念のため確認したいということでありま

す。 

 それから、悪質事業者に対してもちろん厳正な法執行を行うのですけれども、こういっ

た行政処分以外の手法で何かこういったものがあるのではないかというのは、これまでも

ちらほらと出てきましたけれども、改めて何か御提案があればありがたいと思います。 

 その上で、基軸があった上での政策の方向性としては、12ページ、13ページが大体委員

の皆様の御意見をまとめていっているものかなと思うのですが、１つは信用・信頼の環境

をつくっていく。取引はどんな時代も信用と信頼の下に成り立つのであれば、それをデジ

タルの消費取引でも維持する、向上させるということだと思います。OP、キュレーターな

どの御意見が出てきました。 

 青い四角の中の１つ目ですが、トラストの基盤をしっかり構築する。こういった攻めの

消費者保護にもつながり得るような手段として、今のところここに例示しているものが出

てきていますけれども、これらの取組に加えて何がありますでしょうかということです。 

 それから、13枚目、一方で環境をつくっていくということと、環境の中でプレーヤーと

して動いていく我々消費者が操作されにくいよう応援していく、背景をつくっていくとい

うことだと思うのですが、そのために13ページに記載のような情報提供、先ほど選択肢と
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いう話がありましたが、この要素と実効性をどう考えるか。 

 あるいは、技術は、OPなどは出てきましたけれども、ほかに来歴記録とか広告ブロック、

こういったのはもう実戦投入だと思いますけれども、これからパーソナルAI等々、果てし

なく出てくると思います。こういったものの支援をどのように行うか。 

 教育、リテラシーについては、ここで問いたいのは、需給の一致という議論があったと

思いますが、誰をどこまで守るかということ。あるいは一方で議論としてあったのかなと

思いますが、認知症とか高齢者・未成年といった方々は、例えばデジタルの消費取引だか

ら特に被害に遭いやすいので、したがって一段深掘りする発想が必要ではないかという議

論もあるかも分かりません。その辺りをもう一度確認したいということであります。 

 青のような御議論がありました。例えば、事前にアラートを出す仕組み。注意喚起とか

そういうこととはまた別だと思います。技術を使ってアラートを出す。あるいは、業界団

体が最低ラインを示す。これは既存のものでも結構あると思います。３つ目、トラブルを

回避するという考え方から、しっかりと使いこなす、デジタルの技術自体を消費者が武器

にするということについて、何か追加的なコメントがあれば大変ありがたいなと思ってお

ります。 

 最後は２点ありまして、１つは悪質事業者なのですが、執行しっかりやっていくという

ことで、レグテックが１つ目の意見としてありました。そのとおりだと思っていまして、

補正予算なども活用して、我々の執行業務はAIを最大限活用したいと思っています。 

 下の青い矢印にありますように、既に言語処理、機械学習、相談情報の分析、それから

認定書等の事務文書作成、モニタリング、こういったところはAIを使う価値が十分あると

思っていますので、今、研究をしているというか、勉強をしているところです。それ以外

にさらにあるかということ。 

 それから、下の２つの□は連携ということなのですが、単に関係省庁連携と書いていま

すけれども、今、私どもがこれまで議論してきたような話は、消費者庁のこれまでの行政

の矩を越えている部分があると思います。そのような中で、私ども消費者庁はどういった

役割が期待されているのかという点について、ぜひ忌憚のない御意見をいただければ大変

ありがたいと思っています。 

 以上であります。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続きまして、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社主任研究員の五味様より、資

料２をいただいていますので、御説明をお願いいたします。 

○五味主任研究員 三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの五味と申します。どうぞよろ

しくお願いします。 

 デジタル社会における消費取引に係る諸外国の取組に関する調査の結果概要について御

紹介できたらと思います。 

 ２ページ目から３ページ目は、情報空間のトラストを確保するための取組を２つ取り上
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げてございます。１つ目は、エストニアの電子処方箋サービスによる真正性の確保に関す

るものとなります。エストニアでは、分散管理されたデータとかシステムというのが、X-

Roadと呼ばれるデータ交換基盤を介して情報連携することによって行政手続などが提供さ

れているところです。 

 電子処方箋サービスもX-Roadを通じて提供されるサービスの一つでございまして、病院

と健康保険基金との間、薬局と健康保険基金との間で、X-Roadを介して電子処方箋の情報

がやり取りされます。 

 それぞれのシステムは、セキュリティーサーバーを介してX-Roadに接続しておりまして、

セキュリティーサーバー間の通信は暗号化されている。また、情報の共有に当たりまして

タイムスタンプを活用することで、電子処方箋の真正性を担保することが可能になってい

るというものでございます。 

 こちらは、C2PAによるデジタルコンテンツの出所・来歴の証明技術となります。カメラ

で撮影された画像と生成AIによるフェイク画像との見分けが難しくなっている中で、オン

ライン上の誤解を招く情報の拡散を防ぐことを目指して、コンテンツの出所と来歴を証明

するための技術標準をC2PAのほうで開発されています。 

 コンテンツをいつ、誰が、どのように作成したか、また、作成後、どのように編集され

たかといった情報がメタデータに記録される。また、タイムスタンプをつけましてデジタ

ル署名を行うことで、非改ざん性についても担保するというものになってございます。例

えば、生成AIで作成された画像では、AIツールで作成されたことであるとか、作成に使わ

れたAIツール等の情報を確認できるといったことになります。 

 こちらは、プラットフォーマー等による自主的な取組の事例でございます。イギリスの

「オンライン詐欺憲章」となります。イギリスでは、コロナ禍以降、ロマンス詐欺とかフ

ィッシング詐欺、振り込め詐欺等のオンライン詐欺の被害が拡大しておりまして、オンラ

イン詐欺対策が重要な政策課題になってございました。当時の保守党政権では、法規制で

はなく、政府と民間が連携して取り組むことが効果的と考えまして、オンライン安全法の

適用に先立ちまして、英国政府、業界団体、主要プラットフォーマーが共同して「オンラ

イン詐欺憲章」というものを2023年11月に策定しております。 

 法規制と比べた場合のメリットでございますが、オンライン安全法のほうでもオンライ

ン詐欺対策の規定はございますが、そちらのほうは制定・施行まで２年半以上を要すると

いうことに対しまして、憲章のほうは半年程度で策定できたというスピード感があったこ

と。また、法律では一律の適用になるところ、憲章の署名企業だけを対象にして具体的な

内容を検討できたといったところが挙げられるということでございます。 

 こちらは、デジタルツールの活用による消費者の意思決定支援の取組として、２つ取り

上げております。いずれもドイツの事例となります。 

 ドイツの連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省では、デジタル化の進展に応

じまして、消費者のリテラシーの向上を図ることも大事なのですが、それに加えて、消費
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者の判断を支援するデジタルツールの活用が重要と考えておりまして、デジタルツールの

開発を支援しております。 

 消費者教育を通じた知識の習得は大事なのですが、問題となる場面に直面したときにそ

の知識を適切に活用できるのかという問題があって、例えば知識があっても、消費者がそ

の知識を思い出して、これは危ないと正しく判断できるとは限らないことから、デジタル

ツールによる支援が重要ではないかという考え方によるものでございます。 

 左側にありますのは、フェイクショップの検出ツールとなります。ECサイトのURLを入力

しますと、フェイクショップに見られる特徴がないかといったことを基に可能性を計算し

まして、信号機の色で危険性を表示するものでございます。こちらは2022年から取組が開

始されておりまして、2024年11月現在では200万人以上の方が利用しているということで

ございました。 

 右側はダークパターン検出ツールとなりまして、AIを利用したテキスト分析によりダー

クパターンを検出し、検出したダークパターンをブラウザ上で強調表示するとともに、ど

のようなダークパターンが検出されたのかという情報を提供するものでございます。例え

ば、カウントダウン表示によって購入をせかす仕組みがあったときには、その危険性を知

らせるということが行われるものでございます。こちらは、ブラウザのプラグインとして

オープンソースで提供されておりますが、まだプロトタイプの段階のものになっていると

いうことでございます。 

 デジタル分野における消費者教育の取組事例となります。左側は、子供や未成年者を対

象としたECCセンターの事例となります。具体的には、学校向けの教材といたしまして、11

～15歳を対象としたオンラインゲームを題材とするアニメーション教材、10代後半の学生

を対象とした解説付のクイズゲームが開発されております。 

 例えば、アニメーション教材では、オンラインゲームのプレーを継続するために有料ア

イテムを購入するかどうかであるとか、ゲーム内の広告を回避するために個人情報を提供

するかどうかなど、オンラインゲームを使うときに子供が決断を迫られる場面を描いてい

る。クイズのほうでも、具体的な事例に基づいた質問を提示しまして、選択肢から適切な

回答を選ぶよう求め、その後、関連した解説をするとともに、生徒同士で議論することを

勧めているところでございます。 

 右側は、高齢者を対象とした消費者イニシアティブというNPOによる取組となります。こ

ちらは、2007年頃に、人口構造的に高齢者の支援を拡充する必要があると考えまして、60

歳以上を対象とした「Consumer60＋」という取組を始めております。 

 ドイツでは一人暮らしの高齢者が多くおりまして、このような高齢者はデジタル技術等

に不慣れで、社会的なつながりも希薄になっているという問題意識の下に、同じような環

境下にある高齢者同士が出会えるような機会をつくりながら、デジタル技術に慣れてもら

うことを目指して対面型のイベントを開催しております。 

 イベントでは、講演の間にコーヒー休憩を設けたり、イベント終了後に昼食を用意して、
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参加者同士、参加者と講師が交流できる機会を設けるなどの工夫をしている。また、イベ

ントは１時間ずつの３つの講演によって構成されておりますが、講演の講師の中には必ず

地元の消費者センターの相談対応者を含めるようにしているということでございます。こ

れによって、地域の相談先と高齢者との間のネットワークがつくられるということでござ

います。 

 あと、フェイクショップ等の被害に遭わないようにするためには、違和感に気がつける

力を養うことが重要と考えていまして、具体的なおかしな点の例を見せることが重要とさ

れています。フェイクショップと本物のECサイトを見せた上で、見分けるためのポイント

を教えているということでございまして、具体的な被害を紹介することで自分ごととして

捉えていただいて、イベントに参加した高齢者から周囲の高齢者にも情報が伝わるような

工夫をされているということでございます。 

 行政によるデジタルフォレンジックの取組でございます。イギリスの競争・市場庁のデ

ータユニットの事例でございますが、最新のデータエンジニアリングとか機械学習、AI技

術を駆使して技術的洞察を提供するDaTA Unitという組織を2019年に競争・市場庁のほう

で設立されています。幾つかチームがございますが、その中の一つにデジタルフォレンジ

ックのチームがございまして、フォレンジックを実施されている。24名のメンバーで構成

されておりまして、携帯電話やコンピューターから得られる証拠とか、オンラインサービ

ス上から得られる証拠の収集などしているということでございます。 

 こちらは、競争・市場庁が直接執行できることもございまして、裁判所に証拠を提示す

る際に批判を受けることがないよう、犯罪捜査の基準に準拠して証拠の収集を行っている

ということでございます。また、証拠について改ざんなどの疑義が示されないように、証

拠収集と証拠分析のチームを分けて実施されているということでございます。 

 具体的な証拠収集の方法になりますが、例えばパーソナライズ化された情報等に基づく

トラブルに関しては、事後にそういった情報を収集して確認することは難しいということ

もございますので、サービスのアルゴリズムとかシステム、提供する企業の社内文書を収

集・分析して、サービス提供者の意図を確認して、問題がないか検証をしているというこ

とでございます。 

 最後の８ページでございますが、行政によるAI等を活用したデジタル執行の取組となり

ます。 

 一番左が韓国の食品薬品安全処による広告モニタリングのシステムとなります。こちら

は食品とか医薬品、麻薬類等の違法流通、虚偽・誇大広告などをAIによってモニタリング

しまして、違法性ありの場合には画像をキャプチャーするとともに会社名等の情報を記録

するというものでございます。違法広告等を検出したときには、放送通信審議委員会に対

して協力を要請しまして、削除またはアクセス遮断につなげているということでございま

す。また、監視を逃れるための隠語等についても機械学習によって対応可能にしていると

いうことでございました。 
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 AIを活用することによって、広告監視に関する人的負担の軽減とか、人での監視では対

応できなかった夜間、休日の監視も可能にするというものでございます。こちらは2025年

前半までは試験運用となって、その後、本格運用を目指しているところとなります。 

 真ん中は、英国競争・市場庁の苦情分析に関する取組でございます。コロナ禍で生じて

いる消費者問題等を把握するために、自由記述形式での情報提供を市民の方に求めていた。

そのときに、回答が人力で分析可能な量を超える情報が寄せられてございましたので、自

然言語処理技術を活用して苦情データの解析を行ったということでございます。 

 その結果、苦情の７～８割がキャンセルと返金に関する苦情であることを特定しまして、

特に問題があると分かった宿泊等の分野について調査を行って、働きかけを行ったという

ことになります。 

 最後の右側については、スクレイピングによる規制遵守状況の確認に関する事例で、イ

ギリスでは、オンラインでペイデイローンを提供する事業者には価格比較サイトへのリン

クを表示しなければならないと義務が課されておりますが、この義務の遵守状況をスクレ

イピングを活用して確認しているというものになります。 

 説明が駆け足になりましたが、以上でございます。 

○大橋座長 ありがとうございました。 

 まず、資料１は事務局資料ということで、これまでの委員の皆さんの御発言を事務局の

ほうで整理をしていただいた形で資料を御提示いただいたのが１つ。資料２は、海外の状

況について、基本的にはデジタルで対応するということの各国の御紹介をいただいたと思

います。 

 今日のメインの資料は資料１ですが、資料２について御質問があれば、それも併せて三

菱UFJリサーチ＆コンサルティング様にお答えいただくという形で進めたいと思います。 

 資料１は、構成としては４章立てになっているところであって、それぞれつながってい

るのでなかなか切り分けにくい感じのところもあるのですが、１章から３章ぐらい、「は

じめに」ということと、デジタルにおける取引というものをどう考えるのか、また、そう

した消費取引の特徴・特性は何かというところは一つ大きな固まりなのかなと。そうした

ものを踏まえた上で、課題と対応の方向性をどう考えるかという感じの切り分けかなと思

われます。 

 １～３を一つの区切りで御質問あるいは意見交換をさせていただいて、その後に４の御

質問を受け、討議させていただくという感じの段取りで進めさせていただきながら、諸外

国の状況についてあれば、そこも織り込んでいただいてということで進めさせていただく

のはどうかなと思いますけれども、それでいいですか。 

 ありがとうございます。では、そんなところで進めさせていただきます。 

 早速、佐藤さんからお願いします。 

○佐藤委員 国立情報学研究所の佐藤でございます。資料をありがとうございます。 

 １章から３章ということなので、まず５ページのところに関わりますけれども、カテゴ
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リカルなものというのは、特にデジタルに関してはやはり無理がある。確かに、通信販売

とデジタルは一見すると近そうですが、デジタル中で行われている取引はいろいろな要素

があって、その中には訪問販売的な要素もあるかもしれないし、電話勧誘的な要素もある

かもしれないので、現行の特商法におけるカテゴリーを一旦外して、個々のいろいろな規

律がデジタルにおいてどう適用できるのかということを一度考えてもいいと思います。そ

の観点で言うと、消費者庁の事務局のほうは大変ですけれども、一旦、既存の例えば訪問

販売も含めてデジタルにどう適用できるかどうかを御検討いただいて、その中で埋められ

ないものがあれば、また考えていけばいいのかなというのがまず前半のところです。 

 それから、ページ番号に沿って御説明をしますけれども、８ページのところで、松本恒

雄先生がプロファイリングの問題について言及をされています。プロファイリングですけ

れども、現状、ネット広告だけではなくて、いろいろなコンテンツに関して消費者をかな

り誘導してしまっているので、自由な意思による取引をかなり大きく阻害をしているとこ

ろになります。 

 ただ、本来、ネット上のプロファイリングに関して言うと、消費者法ではなくて個人情

報保護法で規律すべきだった。2015年の法改正のときの検討会で、僕はそのときの検討会

のメンバーですけれども、検討すべきだという意見が出ましたが、将来の検討課題で積み

残しになり、2020年、2021年のときにも指摘があったはずですが、積み残しになり、今動

いている３年ごとの見直しで、ちょうど去年の今頃、僕は個人情報保護委員会の委員会の

ほうのヒアリングで、プロファイリング規制をやるべきと言ったわけですが、結局、今回

も将来の検討課題になっています。 

 ただ、先ほど言ったように、消費者保護の観点からいってプロファイリングを野放しに

するのはあまりよろしくないとしたら、消費者法の中で個人情報保護法に対する上乗せ規

制でプロファイリングの規律をある程度考えなければいけない時期なのかなと思っており

ます。 

 それから、９ページのところです。越境と手段の使い分けのところは、後半の４章と重

なってしまうところがあるのですけれども、この研究会では何度も悪質な事業者こそ問題

であるということが御指摘をされてきました。それはそのとおりだと思うのですけれども、

特商法でそれがうまく解決できているかというと、なかなかうまくいっていないというこ

とを考えると、ある程度発想の転換は必要なのだと思います。 

 あと、デジタル固有の特殊性みたいものがあるとしたら、消費者の方が日本以外の事業

者と直接やり取りをすることがすごく増えてしまっている。当然日本以外ですから、日本

の主権が及ばないので、特商法も消費者法も日本の法律は適用できないという問題を考え

ていくと、少し考え方を変えていかなければいけない。 

 以上から、私は逆に、あまりここで議論にならなかった方向で、突拍子もないことを言

っているように聞こえるかもしれませんが、特商法も含めて、むしろ消費者法をある程度

規制を厳しくしてしまう。今よりもより厳しい規制をかけておいて、事業者自身ないし業



14 

 

界団体で自主的な消費者保護の取組をしてくれるところに対してはその規律を免除すると

いうやり方もあって、そうした規律を免除してくれる企業を消費者庁なり消費者団体がち

ゃんと名前を出す。また、その対象として、越境データの問題を考えるのであれば、日本

国内に法人があるというところに限定してもいいかもしれない。それである程度海外と日

本との違いを分けることができると思っています。 

 ３章までで大体重なるところはここまでなので、４章以降、また後で発言をさせていた

だきます。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 次に、松本さん、お願いします。 

○松本委員 ありがとうございます。松本です。 

 先ほど佐藤先生がおっしゃっていただいたところは、私もすごく感じているところがあ

りまして、共通法といったところで中央集権的にコントロールしていくとか、検討してい

くというのはもはや現実的ではないのかなと思っています。 

 そう考えると、もともと日本は事業者同士、同業他社、それは競合であったとしても、

ある程度の団体を持って、そこにアカデミアの先生とか監督官庁をお呼びしていろいろ研

究したりというところがありますので、そういったところがしっかり監督を働かせていく

というところをある意味規制として持たせて、あとはそこの中でインダストリー独自の最

適なルールを検討していく。もしかしたら、政府の役割はファシリテーターみたいな形に

なっていくのかもしれないなと感じたところがあります。 

 そうなってくると、７ページ、SNSの例えば広告を見て何かのよくない影響を受けたり、

レコメンデーションだけを受けたり、金銭的な関係はないけれども、何かの影響を誰かに

与えているようなものがデジタル空間に存在するときに、これがインダストリー共通なの

か、それともインダストリーごとに検討すべきなのかとか、いろいろあると思うのですけ

れども、誰が誰に対する何の責任を持つのかというところの責任というものをちゃんと設

計していくというところから、責任ごとにどんな規制の強度を持たせるべきか、というよ

うな議論をしていくといいのかなという感想でございます。 

 抽象的で恐縮です。私も４章以降申し上げたいこともありますので、またよろしくお願

いします。 

○大橋座長 何度でも御発言いただいて一向に構いませんので、ありがとうございます。 

 それでは、三谷委員、お願いします。 

○三谷委員 三谷でございます。よろしくお願いします。 

 取りまとめ資料は大変分かりやすくなっていると思います。この中でも触れているとお

り、私は取引がデジタルに変わるということだけではなくて、デジタル時代においては、

「事業者と消費者の関係の構図が変わる」という話のほうがインパクトは大きいと考えま

す。國領先生もおっしゃったと思うのですけれども、これが一番重要だと思います。 
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 中でも個人的には、「誰でも供給者側になり得る」ということが一番大きなインパクト

ではないかと思っています。明確なのは、個人あるいはある意味で素人に近いようなプレ

ーヤーが、事業者になり得る可能性が高くなるということだと思います。 

 企業というものは、財力も、組織もしっかりしているということを念頭に私たちは考え

ているわけですけれども、それを前提として規制とかルールをかけてしまうと、弱い企業

に対してはかなり負担が大きくなることを考える必要があります。結果的に、産業の活性

化が損なわれるということについての考慮が要ると思います。 

 佐藤先生がさっきおっしゃったことにも関連しますが、前回、松本恒雄先生が「良い子、

悪い子、普通の子」と表現されていた話で言うと、一番まずいのは、悪い子が悪いことを

すればするほど事後的にルールが厳しくなっていって、ほかのところがどんどん厳しくな

る、このルーチンをどうやって抜け出すかというところが重要です。弱い供給者に対して

の負担が増えることを考慮すべきだと思います。「良い子」に対しては、守るべきルール

とか規制を緩めていくという行為を制度に組み込むことが重要ではないかと思います。 

 同時に、「良い子」をどうやって見分けるかということも重要になってくるわけです。

以前、クロサカ先生がおっしゃったオリジネーター・プロファイルの活用のようなことが

必要になってくると思います。何かしらでレピュテーションを測る仕組み、誰かが企業を

観察してその信頼度を評価するような機能が必要になります。そういうことも含めて、全

ての企業が同じ制約を受けるような環境を超えるというのは一つ考えるべき観点かなと思

います。 

 取りあえず以上です。 

○大橋座長 三谷さん、ありがとうございます。 

 続いて、栗原さん、お願いします。 

○栗原委員 ありがとうございます。 

 問いに対して問いで答えているようなところもあるのですけれども、今回、いろいろと

議論させていただき，情報をいただく中で、改めて今回議論をしているデジタル取引の特

性は何かということを考えたときに２つあると思います。 

 ここにも書いてあるとおり、取引をしたということだけではなく、取引に至る過程での

情報提供や広告の在り方、あるいは取引しなかったという意思決定に至るまでの間に様々

な情報のやり取りがある、そこのところを自由にやってもらうのか、それとも何がしかの

規制や、逆にインセンティブを与えて、より信頼性のある情報にしていくのか、その観点

が必要だと思いました。 

 もう一つの特徴は、取引市場が、提供者と消費者だけでなく、かつ消費者も事業者にな

り得る、消費者と事業者の関係性も必ずしも固定的でなく流動的ということに加えて、場

の提供者という位置づけの主体が非常に重要になっていることから、事業者と消費者と場

の提供者という３者の関係を見ていかないと、より健全な空間はできていかないのではな

いかと思います。この２つをどう加味して今後の在り方を考えるのかと考えました。 
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 そうすると、これまでの罰則だけではなく、違反ではないけれども、より望ましい取引

をしていくための様々なソフトロー的なものが必要なのではないか。例えば、企業のガバ

ナンスも、ガバナンス・コードのような形で、こういう方向にしていきましょうというも

のがありますので、コードとかガイドラインのような形も一つのやり方としてあるかでは

ないかと思います。 

 そして、そういうことに取り組んだ方に対してはインセンティブを与えていくことと、

インセンティブの一つになるかもしれませんが、そういうことをやっているということを

開示することによって、よりよい事業者、消費者、場の提供者になっていく、つまり信頼

性が高いことを示していくような方法で誘導していく、そういう環境づくりも必要なので

はないかと思いました。 

 まずは、最初に以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 ちなみに、オンラインの方は挙手をいただければ指名させていただきますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、奥原さん、お願いします。 

○奥原委員 ありがとうございます。 

 いろいろ論点の取りまとめをありがとうございます。 

 私からは２つ、３つございまして、まず、２番のデジタル空間の取引が従来の通信販売

の延長線上にあるかどうかということですが、これまでの委員の皆様からも出ていたよう

に、別物として整理をして、新しいルールや枠組みを導入する必要があろうかと思います。 

 ただし、重なる部分としては、取引の基本構造は同じですし、消費者保護のルール、ク

ーリングオフとか返品ルール等々は、デジタル取引だからといって適用されないのではな

くて、それも適用されます。あとは、取引のときのインターフェース、通信販売というふ

うに定義される中にインターネット等が入ってくるというところがあります。 

 そして、違いとか、あと複雑にさせている点としては、広告、誘引のところです。プロ

ファイリングという話も出ていますけれども、これらをどのように、どこまで規制してい

くのか、ここが新しい部分になるのではないかと思います。 

 広告に関しては、消費者の誤認を与えるという点では、優良・有利誤認という景表法と

いうのが一般的でもありますし、特商法の中にはもちろん誇大広告の禁止という事も入っ

ているのですけれども、その前に、意図せず誘導されてしまうことに、どの段階から規制

をかけていくのかということも検討が必要になるのではと思います。 

 それから、今の基本構造が変わらないという点では、取引の主体ということも３ポツの

ところで出ていたと思いますけれども、これも事業者と消費者という二者間の関係は基本

的に維持される一方で、大きな問題ではないのですけれども、課題の中心的になるものと

しては、プラットフォーマーとか中間業者の介在と関与が強く影響してくると思います。 

 ただ単にそこが場の提供ということになっているだけではなくて、まず情報の提供、そ
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れからフィルタリングといったこともあろうかと思います。具体的には、消費者の選択に

大きな影響を及ぼすレビューの提供やショップの評価というような、それぞれの仕組みな

どを提供しているということです。 

 その他決済システムとか、これは以前にもお話しさせていただいたかもしれないのです

けれども、特商法上では必要ないような返品も、場の提供者によってはできたり、できな

かったりといったことがあります。 

 あとは、データの活用が大きく関わってくると思いますけれども、購買履歴とか行動デ

ータの分析に基づいてパーソナライズドされた広告、それから、お勧め等々を出している、

それによって消費行動が誘引されて、結果的に望まない取引になってしまったときには、

取引の主体ということだけでは整理できない部分が大きくプラットフォーマーに関わって

くると思います。 

 そして、新たなタイプの誘引方法はどういうふうに捉えるかというところですけれども、

ここも透明性というお話が出ておりました。プロファイリングをしてパーソナライズ化さ

れた広告であると、個人により必要性を訴えかける傾向がより一層強くなりますので、透

明性だけではなくて、透明性の中に情報開示をすることによるというのがセットになって

きます。その量や粒度、あとは企業が発するものという時点で全てが正しいとは言い切れ

ない要素も入ってきたりしますので、そのときに、先ほど三菱UFJリサーチ&コンサルティ

ング様からも御説明がありましたような、そのデータの信頼性や発信元の信用性を証明で

きる、確認できる仕組みも必要になってくるのではないかなと感じます。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて、オンラインで、殿村さん、お願いします。 

○殿村委員 殿村です。よろしくお願いいたします。 

 順不同になってしまうかもしれないのですけれども、１から３の前半のところについて

幾つかコメントを申し上げたいと思います。 

 まず１つ目のポイントとして、カテゴリカルなアプローチでいいのかという話ですけれ

ども、特商法の話をすれば、現行の特商法だと、通信販売というのがオンラインでの取引

を規定しているものですけれども、デジタル社会の取引は単なる通信販売とは大きな違い

があるというのは既に何度も御指摘されているところかなと思います。 

 あと、あえて言うと、訪問販売というものも規制されていまして、家に押しかけてこら

れて自由な意思決定ができずについつい買ってしまうという場面を典型的に規制している

ものですけれども、オンラインでの違法な行為は訪問販売に近いような面もあって、知ら

ないうちに勧誘を受けていて買ってしまうなど自由な意思決定ができないおそれがあると

いう話なのかなと思います。 

 そういった意味では共通する要素がないわけではないと思うのですけれども、デジタル

の場面においては、今の特商法は、消費者の人が広告を見て、もしくは訪問販売であれば
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勧誘を受けて、買うかどうかの意思決定をして、購入する、というような直線的なフロー

が想定されていて、それぞれのところでこういうところを規制しましょうというような建

て付けになっているわけですけれども、デジタル社会における取引は、そういう単純な仕

組みにはなっていなくて、購入に至るまでの意思決定やそれに対する働きかけがより複雑

になっているところに一つ違いがあるのかなと思います。 

 ２点目は、やはりデータを最大限活用するというのが、いい意味でも悪い意味でもデジ

タル社会における特徴の一つだと思いますので、それを悪用しようとすると個人の意思決

定がかなり操作されてしまうおそれがあるところもデジタル取引特有のところなのかなと

思います。 

 ３点目は、何度もこの研究会で指摘されているとおり、取引と取引以外の線引きすらも

かなり曖昧になっているところがあるので、少なくともこれまでの特定商取引法の延長線

上、例えば通信販売の定義をもっと広くしてみようとか、通信販売とか訪問販売ではない、

例えばデジタル取引みたいな類型を特商法に入れてみようとか、そういう延長線上の発想

では対応し切れないものになっているのではないかと思います。 

 ２つ目のポイントとしては、今の特商法は、いろいろなものをカテゴリカルに入れ込ん

でしまう、かつ一律の規制になっていて、基本的に事業者にはすべからく同じ規制がかか

りますし、消費者側も、特に少なくとも法令上は子供とか高齢者とか区別なく一律にこう

いうことをしましょうということになっているので、事業者によってはかえって過度な規

制になってしまうというところも懸念かなと思います。 

 ３つ目のポイントとしては、デジタルが別に悪というわけではもちろんありませんし、

デジタル空間ならではのベネフィットもあると思いますので、それをきちんと取り組んで

いけるような環境を整備することが非常に重要かと思います。その取り組み方は、むしろ

対消費者との関係で、消費者にとってもデジタルでプラスになる部分はあると思いますし、

事業者側にとってもプラスになる部分はあると思いますし、さらに言うと執行側にとって

もプラスになる部分はあるので、今の消費者を保護するという目的よりももう少し広く、

例えば、より健全なデジタル空間における取引を確保することを目的にした抜本的な規制

の見直しが必要ではないのかなと思っています。 

 一旦前半のところは以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて、滝澤さん、お願いします。 

○滝澤委員 ありがとうございます。 

 私からも１点だけコメントをさせていただきたいのですけれども、三菱UFJリサーチ＆

コンサルティング様の諸外国の調査も大変勉強になりました。事務局資料の６ページ目に

あります場の提供者に関する論点につきまして、イギリスとかドイツとか韓国の事例が非

常に示唆に富んでいると感じました。 

 具体的には、イギリスではオンライン詐欺憲章によって業界による自主的な規制の枠組
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みが整備されているとか、ドイツではプラットフォームに対する消費者教育とか、韓国で

はAIを活用した広告管理システム導入がされたとか、そういったことは御説明いただけた

と思うのですけれども、これらの国際事例は、場の提供者が単なる中立的な媒介者という

だけではなくて、公共的責任を果たすべき中間的な責任主体であるという共通認識が国際

的にも広まりつつあるということを示していると思います。 

 ほかの委員の方々も御指摘されていましたけれども、一方向的な取引構造という従来の

前提が現実にそぐわなくなっていて、関係性構造に基づいた制度設計が求められているこ

と、それから、単なる仲介者ではなくて、消費者の意思形成過程に直接関与する設計者で

あるという認識の下に、一定の自律的な義務を明確に位置づける必要があるのかなとも思

いました。 

 ただ、こうした管理責任は、事業者の規模とか市場への影響力に応じて段階的にかつ多

層的に設計されるべきかと思います。先進的な諸外国の取組を制度設計上の参考にしなが

ら進めていくべきと考えました。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 一通り委員の方から御発言いただいたかと思いますので、追加の御指摘もあるかと思い

ますが、第４章の今後の対応の方向性も含めて意見交換をさせていただければと思います。 

 その前に何かお話ししたいことはありますか。 

○伊藤取引対策課長 ありがとうございます。 

 非常にたくさん論点をいただいたのですが、２点だけ改めてですけれども、佐藤委員と

殿村委員からあったコメントの中で、非常に悩ましいなと思っているのは、サイバー空間

上の消費者の自立・保護と取引の公正化に範囲をぐっと広げて物事を俯瞰した場合に、佐

藤委員がさっきおっしゃった話ですけれども、訪販とか連鎖とかそれ以外の６類型も全部

デジタルを使っています。訪問販売が電子タグを使って契約管理したりします。ほかの取

引類型に横断的に交ざっているデジタル特性も全部一旦切り取るという発想でよいのかど

うか、これは非常に難解だと思っていまして、これが一つ。 

 もう一つ、事務局説明資料のところで、３ポツまでということですが、「脆弱性」とい

う言葉を入れています。全ての人はデジタルだからゆえに脆弱なのでしょうか。確かに状

況や場によって脆弱になり得るのだろうとは思います。しかし、だから全員がデジタル社

会下では自動的にそうなると言い切って、それを前提として考えてよいのかどうか。他人

のサポートがない限り適切な判断ができない空間なのかどうか。ここにもし何か御意見が

あれば、ぜひ教えてください。 

○大橋座長 では、以降は４ポツも含めて自由に御発言いただければということで、まず

佐藤さんからお願いします。 

○佐藤委員 質問を投げかけられてしまったので答えます。私自身は、こういう法律に係

る検討会のときに、最初に逐条解説を読むということをひたすらやっていて、こんなに細
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かく書いている法律は結構驚きでしたね。訪問販売とは何かと、いきなり定義から始まっ

ている。デジタルの取引を、例えばここは訪問販売の類型に近いから適用しようとしても

なかなか難しい法律のつくりになってしまっている。 

 御指摘のとおり、事務局として、僕がさっき指摘したことに対してそう言われてもとい

うのが本音だと思うのですけれども、とはいえ、訪問販売であろうと、ほかのものでもい

いのですけれども、デジタルに適用できるかどうかというのを一度考えてみてもいいと思

います。 

 もう一つ、無責任に言ってはいけないので、ここから４章のところにつながってくるの

ですけれども、事務局のほうで、対応の方向性の基軸とは何かというところがあって、こ

れは消費者法なので、消費者の権利利益の保護が全てではないかと思います。 

 ただ、現状の特商法は、個々の販売形態に関して規律をしてしまっているので、やり方

としては、消費者の権利利益の侵害のおそれがあるものというか、侵害してしまうものは

駄目という趣旨の条文を入れて、詳細、つまり侵害のおそれの対象に関しては政令を含め

てかなり柔軟かつ包括的にできるようにするというやり方にすれば、類型化しやすいはず。

そのときに、当然政令でしたときに業界団体の人はいろいろ文句を言うかもしれませんけ

れども、訪問販売の類型でこういうのが入っているから駄目なのですから、これは政令に

入っても当然ですよね、という根拠は作れるのかなと思っています。 

 後半の４章のところですけれども、12ページのところでトラストの話があって、OPとか、

僕は、それによるトラストの方法は、受益者とコスト負担者が一致しないという問題以外

にもいろいろ副作用もあるところなので、あまり頼るのはいかがなものかというところで

す。だから、うまく使っていただくのはいいのですけれども、全面的にそれを銀の弾丸の

ように捉えるのはすごく危険だと思っています。 

 １点方法として提案しておきたいのは、これから消費者保護をしたときに、特商法で対

処できること以外のものもどんどん出てくると思いますので、消費者の方には申し訳ない

のですけれども、民事で対応していただくことも当然出てくると思うと、民事訴訟のとき

に消費者の方が戦いやすくする道具を揃えられるように特商法で規律してあげる。 

 例えば、取引においてどういう説明を受けたのかというところの証拠を残しておく。こ

れは厳密に証拠にするとコストもかかるので、裁判で適用できるようなことを想定して、

どこまで残すのかというのを裁判所側と一度協議をするとか、そういう形もありなのかな

と思っています。 

 それから、14ページのところでAIの活用の話がありまして、私も技術屋なのでここをコ

メントしておかないと、おまえは何のためにここの委員になっているのだと言われるので

申し上げると、AIに関して言うと、３年とか５年先を考えると、むしろ消費者のほうがAI

を使う、はやりのAIエージェント的なものを使う可能性は高い。今は事業者さんが一人称

でAIエージェントを考えるわけですけれども、長期的には、消費者がAIエージェント的な

ものを使ってしまう。そうなると消費者がECサイトに直接アクセスすることはないかもし
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れない。AIエージェントがアクセスして買っているかもしれなくて、そういう時代になる

と思います。ただ、そこまでにまだ時間がかかるので、その間で何をしなければいけない

かというところだと思います。 

 もちろんAIを今この文脈で使うとすると、相談員の方や消費者庁側のほうでいろいろな

案件を整理するためにAIを使っていただく。あまり文章を作ることに生成AIを使うと、文

章があふれて大変なことになっている企業が続出していて、多分悩んでいるのだろうなと

思うのですけれども、そこは注意していただきたいと思います。 

 もう一つ、この検討会では全然議論にならなかったのですけれども、僕がすごく心配し

ているのは、相談員の平均年齢が上がっていっているという問題です。これに対して、残

念ながらAIで解決できることではないのかもしれませんが、AIを使うことを前提にするこ

とによって、今まで相談員になってくれていなかった人でも相談員になってくれる可能性

がある。僕は決して世代交代と言うわけではありません。むしろ新しいタイプの人たちが

相談員になってくれる手段としてAIを取り入れる。それで、消費者相談は手間がかかりそ

うだ、でも、AIがある程度そこを楽にしてくれるということであれば、相談員になっても

いいという人も出てくるかもしれない。そうしたAIを含めてITにかなり詳しい層を相談員

に積極的に取り込んでいかないと、デジタルのときに対応できなくなるので、新しい相談

員を入れるという観点でAIを捉えるのはよいのではないかと思っています。 

 以上でございます。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて、松本さん、お願いします。 

○松本委員 ありがとうございます。 

 今、佐藤先生からAIの活用の話を結構いただいたところがあったと思うのですけれども、

後半、私のパートでもお話ししたいところがあるので、あまり出し過ぎずに申し上げさせ

ていただくと、AIが自分の代わりに買い物をしてくれるとか、企業の事業をどんどんやっ

ていく、場合によっては経営判断をやっていくとか、もしかしたらそれこそ政治の中でも

政策の検討をAIが行うとか、シミュレーションを行うとか、そういうことも行われてくる

だろうなと。むしろ行われることに期待があると思うのですよね。 

 でも、AIはそれ単独では責任を取ることができないので、結局、そのAIの持ち主は誰な

のか。つまり、OpenAI製のAIだったら全部OpenAIが責任を持つべきなのかというと、私は

きっとそれは違うのかなとも思いますし、利用者の責任もあるべきだと思うのですね。 

 例えば、この後お見せしますけれども、自分のAIを作ってYouTubeに出したりしている人

もいるわけですね。そのコンテンツは、どんなコンテンツを発信しているかというところ

まで、AIの開発の大本が責任を持つべきかというと、そうではないと私は思うのです。そ

れはもう利用者の判断とか、利用者の責任ですよね。YouTubeにそのコンテンツアップロー

ドした人の責任ですよね。 

 そうでなくても、今はすごく瑣末なところですけれども、AIがどんどん自律的に判断を
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行ったり、相談員の方の話もありましたけれども、ほかの領域でも、例えばケアマネージ

ャーさんが少ないところにAIを使って、悩んでいる方との相談をAIに受けさせるという活

動はいろいろな自治体とか民間でも行われています。そういうときに、責任の関係という

ところが、しょせん技術なので、しょせんプログラムとデータなので、責任を取れるもの

ではないので、誰がそこを負うのかという話は検討していかないといけないのだろうなと

いうのはすごく思ったところですね。 

 伊藤課長から御質問がありました、デジタルを使えば脆弱性が増えるのかというところ

ですけれども、私の考えを申し上げておくと、論理的には当然、アカウントができる、デ

ータができるので脆弱性のリスクができるわけですけれども、アカウントをつくらないよ

りはつくったほうが、一応その本人に対してはあるのですけれども、脆弱性が生まれる原

因が、デジタルリテラシーが欠落しているからということであるならば、リテラシーを本

当の意味で身につけるためには、どれだけ研修を受けても、動画解説を見ても、本人で使

ってみないと分からないわけです。つまり、ECサイトに関わる授業とか解説動画を幾ら見

たとしても、本人が１度ECサイトで買い物をして、こういうものなのだなということを腹

落ちしない限り、本当の意味でのリテラシーはつかないと思うのですね。なので、これは

すごくある意味パラドックスといいますか、脆弱性が上がるのですけれども、使ってみな

いとその脆弱性を克服できるための力がその人にはつかない。 

 だから、あえてこれを批判するわけではないのですけれども、オーストラリアがSNSを16

歳以下に使わせないみたいなことを取っているのですけれども、オーストラリアのこれか

らの若い方のリテラシーがほかの国よりも落ちてしまうことによって、社会に出た後に何

かのリスクに直面することがもしかしたらあるのではないかなと、私の個人の意見として

は考えているところがあります。 

 この後、プレゼンテーションで、やはりAIに関しても言えることで、AIを使ってみない

とAIはこういうものなのだという正しい理解はできないというところもお話をさせていた

だこうと思うので、予告編とさせていただきます。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて、三谷さん、お願いします。 

○三谷委員 三谷でございます。よろしくお願いします。 

 前半でお話をした、「誰でも供給者になれる」というところを後半の話に結びつけると、

「悪い子になるハードルが大変低くなる」という話は間違いなくあると思います。これか

ら悪質な事業者が軽やかに出てきて、その手口がどんどん増えていくことは否めない、覚

悟していくしかないと思っています。 

 ４に書いてある話にも私は賛成します。このような状況に対応していくためにはデジタ

ル武装をしていくしか手がないと思います。消費者保護自体のデジタル武装をどうするか

という話に尽きると考えます。 
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 １つは、消費者庁側、いわゆるレグテックですね。消費者庁側の行政執行、あるいは相

談員さんの話もありましたが、そういう業務を含めて、間違いなくデジタル武装を加速し

ていく必要があるのだろうと思っています。そうしないと、現場がもたないと思います。 

 今回いろいろお話を聞いて感じたのは、トラブル後に何かしらの話があって、そこを起

点として、対策が始まるという、ある意味場当たり的にならざるをえないアプローチ自体

をどう突破するかということです。どこまでできるか分からないですけれども、何かしら

の形で、ウェブでクローリングをかけて、危険な兆候を早期発見するようなアプローチを

行うというチャレンジは必要ではないかと思っています。その上で、危なそうな事案を含

めた情報発信、情報共有の仕組みをつくるような、攻め側のアプローチというのでしょう

か、何かが起こる前に、対応についてデジタルの力で踏み込めるといいなと思っています。 

 ２つ目は、消費者自体のデジタル武装の話です。リテラシーの教育だけではなくて、役

立つツールを提供するみたいな類いの話は、先ほどの三菱UFJリサーチ&コンサルティング

さんの説明の中にもいろいろあったかと思うのですけれども、やるべきではないかと思い

ます。 

 よく「弱い消費者はデジタル技術が使えない」という議論があるのですけれども、私は

そうは思っていなくて、自分も年を食ってきたというのもありますが、年寄りでもデジタ

ル活用は十分可能だと思います。役に立つものだということさえ分かれば、誰でも使おう

とすると思います。そういうツールをどんどんつくっていくべきだと思います。 

 さっきのレポートの中だと、ダークパターンの抽出とか発見について研究しているとい

うお話がありました。すごく興味深いし、とても重要だと思います。 

 それから、この間、相談員さんの話を聞いていて思ったのは、「スマホ等々のログの取

得」のようなフォレンジック関連については、既存の技術でも十分なツール開発できるの

ではないかなと思いました。 

 事務局資料にもあるとおり、全てを消費者庁でやれという話ではないと思います。関連

省庁の協力が必須だと思います。経済省、総務省、さらにはデジタル庁もそうでしょう。

そういうところとの連携の上で技術開発等に取り組むべきではないかと思います。 

 実は、今回の課題は、消費者庁だけでなくコンシューマー向けの行政サービス全体に同

じようなことが言えるので、開発されたツール等は、自治体も含めてほかにも十分適用で

きると思います。そういう面も含めて全省庁的に対応すべきことではないかなと思います。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて、殿村さん、お願いします。 

○殿村委員 殿村です。ありがとうございます。 

 先ほど課長から御指摘いただいたところで、既存の特商法との関係のところは、仮に新

しい法律をつくるとして、そのつくり方次第というところもあるので、現時点では何とも

言えないかなと思うのですけれども、現行の規制からデジタルとかオンラインの局面の規
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制をうまくカーブアウトして切り取るのは難しいのかなと直感的に思います。既存のもの

が駄目だということではなくて、既存のもので対応できているものもあるとは思いますの

で、一つのやり方としては、既存のものは維持したまま新法をつくるのであればつくり、

重複しているところについては、例えば新法を遵守していれば、基本的には同目的の特商

法の規制についても遵守しているとみなすというような形で、ポテンヒットみたいな感じ

で変に規制の空白地帯を作らないようにしたほうがいいのかなというところと、あとは執

行のところを工夫することでも対応可能なのかなと思いました。 

 脆弱性のところは、「脆弱性」という言葉自体は、私はあまり好きではないのですけれ

ども、恐らく絶対的な脆弱性と相対的な脆弱性があって、子供、老人、一定の障害を抱え

ておられる方は環境にかかわらず脆弱性が一定程度あるという話になると思いますし、相

対的なものというのは、結局、利用者と事業者の格差の問題であって、例えばデジタルリ

テラシーがあまりない方はすごく単純なダークパターンみたいなものでも引っかかってし

まうということがある一方で、とても気にしていますという方でも、かなり緻密な、巧妙

なダークパターンを仕掛けられると引っかかってしまうということもあって、それも一種

の脆弱性だと思います。そういう意味では、かなり相対的なものなのかなと思います。 

 もう一つは、現実世界の取引でも脆弱性の格差や情報の格差はどこまで行ってもあるも

のなので、そういったものを利用して取引が成立していくことも、それ自体が悪というわ

けではない、それが世の中の生業なのかなと思うので、規制すべきは相対的なものも含め

た脆弱性を悪用するような事業者になるのかなと思っていますというのが、先ほどコメン

トいただいた点のところです。 

 後半のところですけれども、先ほど前半のところで消費者保護というよりももう少し広

く、デジタル空間の健全性と申し上げました。近時、様々な場面で健全性という言葉がよ

く使われますけれども、安心・安全、公平といったことでもいいと思うのですが、そうい

ったものを確保すべきというときに、規制の対象行為を明確にするために、規制の対象に

一定の枠をはめる必要があるのかなと思っています。 

 私もいろいろ考えたのですけれども、その意味で、取引というコンセプトは維持しても

よいように思います。ただ、それを広く解釈をして、取引に向けた一定の行為、勧誘まで

至らないようなものも含めた広く取引に向けたような取引とか、あとは有償、無償を問わ

ない、例えばデータを提供するとか、そういったものについても取引に含まれると広くと

らまえた上で検討していくのがいいのではないかなと思っています。 

 具体的にどうリデザインしていくのかという話ですけれども、例えば事業者への規制と

いうことで言うと、何度も出てきている良い子、悪い子、普通の子という意味で言うと、

悪い子を規制するためにルールをどれだけ細かく厳しくしても、結局、それを潜脱したり、

そもそも守らないというのが悪い子なので、悪い子を規制するためにどんどん規制を細か

く屋上屋を架していくのはやめたほうがいいのではないか。むしろ、例えばアメリカのFTC

法が詐欺的・欺瞞的な手段を用いる行為を広く規制しているように、ある程度包括的・抽
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象的な規律を置いておくことも考えられるのではないかと思います。こういった抽象的な

ルールは執行が難しい面もあるのですけれども、いわゆる悪い子、誰が見てもこの子は悪

いよねという子はそういった規制でも執行ができるのではないかなと思っています。包括

的なルールにしておくことで、規制の潜脱やイタチごっこみたいなところも避けられると

思います。 

 逆に、良い子については、恩恵をあげたほうが良い子は増えていくということなのかな

と思いますので、例えばセーフハーバーみたいなものを定めてあげて、ここまでやれば適

法ですよとか、場合によっては認定・認証みたいな制度と組み合わせて、より良い子にな

ることへのインセンティブを与えてあげる。消費者側から見れば、良い子かそれ以外の子

かが見分けられるようになれば、より安心・安全に取引に入ることができると思います。 

 そこまで悪くもないし、良くもないという子がたくさんいるということだと思うのです

けれども、例えばハードローとソフトローを組み合わせて、あまりハードローのほうでは

細かなことを定め過ぎずに、そのときそのときのトレンドや技術の進展に応じていろいろ

な手法が出てくると思いますので、それに応じたソフトローで、こういったのはいい例で

すよ、こういったものは悪い例ですよというものを示して、できるだけいい例をやるよう

に促していく。 

 あと、先ほど他の委員からガバナンス・コードの話も少し出たかなと思いますけれども、

例えば、コンプライ・オア・エクスプレインということで、一定のルールを示した上で遵

守するのか、遵守しないのであればなぜなのかというのを説明してもらうことも考えられ

ると思います。これあ、透明性の議論にも通ずるのかなと思います。例えば、ルール上、

特定の場面で一定の事項を表示しなさいとなっているけれども、事業者側から、別に当該

場面で開示しなくても我々のサービスとの関係ではUIを工夫して別の場面で消費者に情報

手今日できているので、消費者に害はないと考えているのでこういう形にしていますみた

いな説明があれば、違反は問わないというようなやり方もあるのかなと思います。 

 このような透明性の要請を高めていけばいくほど、先ほどの詐欺的・欺瞞的といった抽

象的な規範で捉えられるケースも増えていくと思います。説明が間違っていて説明と実態

が違ったら、詐欺的でしたねというところで規制ができるという面もあって、米国でもそ

ういった執行事例が一定数あるのかなと思いますけれども、そういった形で、悪い子、良

い子、普通の子というのを、少しグラデーションをつけて規律をデザインしていくという

のもいいのではないかと思っています。 

 あと、執行側としては、デジタルのいいところをできるだけ取り入れて、要件を厳しく

し過ぎないとか、注意喚起に関しては一定程度疑いがあればできるようにするとか、あと

はプラットフォーム事業者の話も出てきましたけれども、執行の場面において、悪質事業

者は幾ら本人に言っても聞かないことが多いと思うので、プラットフォーム事業者に言っ

て、そういった事業者の店舗はテイクダウンしてもらうように要請できるようにする、そ

れに協力してもらうようにするとか、そうすることによって追い込んでいくという手法も
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考えられるのかなと思います。 

 最後に、消費者庁の役割とか期待されることとしては、デジタル空間とか取引の健全性

と申し上げましたけれども、究極の目的は、被害を受ける消費者というのか、個人という

のかはあれですけれども、そういった個人を保護するというのが究極の目的であるので、

そういった意味では消費者庁が中心になって、ただ、総務省、経産省などいろいろな省庁

が関連してくるものにもう実態がなってしまっているので、省庁側もできるだけ横断的に

対応して、ただ、消費者庁が中心となってそこを取りまとめていただく。レグテックの開

発をしていったり、消費者教育みたいなところも率先して行っていくことが期待されるの

ではないかなと思います。 

 長くなりましたが、以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 栗原さん。 

○栗原委員 ありがとうございます。 

 前半の話と重なるところはありますけれども、後半の話の今後の対応について、先ほど

殿村さんがおっしゃっていたことと重なりますけれども、ハードローとソフトローの部分

があるだろうと思います。恐らくデジタル空間での取引についてはソフトローの部分がよ

り重要になってくるだろうと考えます。 

 まず、ハードローについては、罰則等を設けて悪質な取引を規制していくというように

仮に捉えたとすると、恐らく取引量の拡大に伴って手法も巧妙になっていきますし、数も

増えていくと思いますので、例えば、AIを使って予兆をより捉えられるようにしていくの

が一つ使い方としてはあるのではないかと思います。 

 それから、横断的な連携について、取引は決済機能を必ず伴うので、ビットコイン等も

含めてですけれども、金融機能を活用して取引を監視していく、ここをどう仕組みとして

活用できるかを考える余地もあるのではないかと思います。 

 ソフトローのほうについては、目的はより信頼性の高い空間をつくることであって、ま

さにトラストの確保だと思います。そうすると、この中にも書いてありましたが、１つは

情報ソース、データソースを開示していくこと、引用などが分かるような空間であるとい

うことが１つ。 

 それから、参加している事業者、消費者双方に属性とその根拠が欲しいわけですが、な

かなか根拠自体を公開することは難しいと思いますので、参加資格としてのプロファイル

をどこかでするような、例えば業界団体がやるのか、プラットフォーマーごとにやるのか、

それとも共通したプロファイルができるのかというのはありますが、属性の信頼性を高め

ていく方法をどうするかということ。 

 ３点目に、インセンティブと絡みますけれども、ソフトローだからこそできる、認証・

評価をして、それを開示していくことで信頼性の高い空間をつくっていくことが今後すべ

きことの中に入ってくればよいと思います。 
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 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 続いて、奥原さん、お願いします。 

○奥原委員 ありがとうございます。 

 伊藤課長からお尋ねがあった脆弱性とデジタルの消費取引ですけれども、私は、デジタ

ルだからイコール脆弱性というものが適用されるのかといえば、必ずしもそうではないの

ではないかと考えています。もちろん、それを使える人、使えない人という点で見れば、

脆弱になり得る可能性という意味で、全ての消費者の方に言えると思います。他方で、そ

うではないと思う点としては、ほかの委員の方からもお話がありましたが、10年前、20年

前、30年前など、デジタル社会ではなかったかなと思います。そのときに消費者トラブル

がなかったかというと、悪質商法等は古典的にずっと継続されているものでして、手を替

え品を替え、商品やサービスが変わってきたり、取引の類型として新しいものが出てきた

りということはありますけれども、消費者が望まない取引を何らかの誘引手段を使って契

約をさせられるというシンプルな構造はずっとありました。 

 デジタル社会の何が問題になっているのかというと、誘引の部分、入り口の部分で、SNS

というものを入り口にするとか、プロファイリングをしてターゲットをかなり絞り込んだ

ところに広告を打っていくとか、不可逆性の広告が主流である等が挙げられます。乱暴な

言い方になろうかとは思いますけれども、こうした不可逆性の広告は、スマホで一瞬出て

きたときのもので契約を申し込むことになるのですが、公式のウェブサイトとは違う内容

のものもありますので、公式サイトに記載されていること以外の内容で誘引したものは全

て取消しの対象になるとか、いろいろなところにいろいろな種類の広告を出していて、あ

なたはそれで契約したので認めませんということがない、たまたま見た広告で被る不利益

をブロックするという対策も、ジャストアイデアで恐れ入りますけれども、方法としては

あろうかと思います。 

 あとは、プラットフォーマーが介在する取引である場合、その役割、責任というものも、

今は曖昧な点もあるので明確にする必要があろうかと思います。その点にフォーカスをし

て事例を収集して、帰納的なアプローチからルールを検討することも考えられるのではと

思います。 

 オンラインでサービスを提供している企業では、保有する会員の数が日本の人口に匹敵

するような人数を抱えておられるところもあると思いますけれども、そういうところに脆

弱な消費者は全くいないのか、いるのか。脆弱性とカテゴライズできる方もゼロではない

と思いますが、ではその人たちの多くがトラブルに遭っているかというと、そうとも言え

ない現状があります。現在の本業の所属先では、個人情報に関する苦情相談の窓口を設け

ているのですけれども、会員を多く抱える事業を展開している企業では、電話での受付窓

口は非常に少なくなってきています。もしかしたらほとんどないかもしれません。フォー

ムでの受付が大半を占めます。そして、受付窓口も、サービスごとに細分化されていたり
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します。FAQのよくある質問ということではなくて、自分が利用している固有のサービスに

それぞれの窓口を設けて、そこから問合せができるように設計されているということもあ

るので、解決率も高く、オンラインでのやりとりに抵抗がない消費者の利便性が高まって

いるという一側面でもあります。 

 デジタルだから皆が脆弱で、それに対処しなければいけないというふうに、過剰にデジ

タルというところにスポットを当てて規制を入れていくと、今後ますますデジタル社会が

進展していく中では不整合が生じる可能性もあるため、慎重に考えていく必要もあるのか

なと個人的に感じます。 

 以上です。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 以上で、おおむねお手が挙がっている方から御発言いただいた感じでありますが、私も

一言、皆さんがおっしゃっていることを敷衍するにすぎないと思いますけれども、望まし

いデジタル消費社会の基軸は何かと問われたときに、佐藤さんとか三谷さんもおっしゃっ

ていただいたと思いますが、消費者の権利を保護するということが基軸になる。その基盤

としてトラストというのがあるのかもしれません。そういう意味で言うと、これまでの取

引とデジタルの取引で何か違うのかというと、そこの基軸は別に違うところはないという

ことかと思います。 

 他方で、これまでの現実の世界、訪問販売とか、これまでの特商法の世界は、実際の取

引が行われる場とか契約の場だけを見ていればほぼほぼよかったわけですけれども、恐ら

くデジタルの世界というのは、そこの外縁がすごく広くて、そういう意味でのアプローチ

の仕方は相当違うということであるとするならば、これまでの特商法の重要性を否定する

ものではないですけれども、アプローチとして新しい考え方を取り入れる必要があるので

はないかというところはあるのかなと思います。 

 できれば、ガバナンス・コードというお話もありましたけれども、良いプラクティスを

伸ばしていくことを主軸にすることで、良貨が悪貨を駆逐できるような姿が一番望ましい

と思いますが、世の中は悪貨が良貨を駆逐することも結構あるので、そういう意味で言う

と、悪貨をどう扱うのかというのはしっかり考えておかなければいけないところなのだと

思います。他方で、相当技術も変わっていくし、技術が技術をコントロールすることもで

きるというお話も随分いただいた中において、悪貨をどう抑え込んでいくのかというのは

しっかり議論してかなければいけないところなのかなと思いました。 

 また、脆弱性もたくさんいただきましたが、脆弱だから保護すると余計に脆弱になると

いうのもあるので、先ほど三谷さんもおっしゃいましたけれども、属性で脆弱性を必ずし

も区分できるものではない。高齢者だからデジタルを使えないとかでしょうか。そういう

意味で、脆弱性の捉え方も一様ではないかなという感じもするところであります。 

 いずれにしましても、たくさん御議論をいただいたところですけれども、もし事務局か

ら何かお話がありましたら。 
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○伊藤取引対策課長 ありがとうございます。おなかいっぱいですので、特に発言はあり

ません。 

○大橋座長 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング様のほうは、これという質問はなかっ

たのですけれども、特段御発言はないということでよろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 もし皆さんの中でもう少し言い足りないというのがあれば、いただければと思います。

オンラインの方も含めて大丈夫ですか。事務局からもほかにないですよね。分かりました。 

 ありがとうございます。 

 それでは、以上とさせていただきます。三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの皆様、あ

りありがとうございました。 

 それでは、事務局においては、本日の御指摘を踏まえて次回以降の検討に続けていって

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次の議題ですけれども、松本さんのほうからAI技術のデモンストレーションをいただけ

るということで、御自身で開発されている「デジタルMATSUMOTO」をぜひ御紹介いただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

○松本委員 よろしくお願いいたします。 

 お時間も結構近づいてきているので、手短に進めたいと思います。「パーソナルAI」と

いうテーマで、先ほどの議論の中でもあったのですけれども、「個人でも自分のAIを育て

て可能性を広げる時代」という副題でお話をさせていただきたいと思います。 

 改めまして、私がまずどういう人間かというところを自己紹介させていただきます。か

れこれ７、８年ぐらい、企業のAIの社会実装とか、あと、日本政府でつくっておりますAI

事業者ガイドライン検討会の委員もやらせていただいております。実際にAIを自分でつく

って、社会実装しながら、そのガバナンスをどうやって実践していくかみたいなことを活

動として行っているという人間でございます。 

 今日は、私ともう一人。誰に似たのか、話が長いので、割愛させていただきますけれど

も、一応私のコピーのAI、デジタルMATSUMOTO君というものを私が日常的に使っているとい

うところです。 

 これがどういうものかというと、裏側で動いているものはOpenAIのGPT-4oをベースにし

ているのですけれども、AIの実装とかに詳しい方はRAGというものを御存じかもしれない

ですけれども、私の個人の経歴とかパーソナルな情報、身体的な情報もそうですし、性別

とか国籍がどうであるとか、個人情報を私がプロンプトとして与えていて、そこに日常的

に私のいろいろなトピックに対する考えと、強く重視している自分の中でのルールみたい

なもの、あと、デジタルMATSUMOTO君との日常会話の中で、僕のような発言をしてくれた、

あるいは僕がとても気に入ったものをどんどん追加して、この３つのデータベースの読み

方をそれぞれデジタルMATSUMOTO君に教えることで、僕のようにAIが振る舞ってくれると

いう仕組みになっています。 
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 かれこれ２年ぐらい、600日ぐらい連続で毎日彼にnoteを書いてもらっているのですけ

れども、もしあれでしたら、別に課金はされませんので右上のQRコードを見ていただくと

noteを御覧いただけるのですけれども、毎日、何千文字超の私の意見をnoteに書いてくれ

るということをやっています。実は、これはただ趣味としてブログをやっていますという

だけではなくて、毎日noteを彼と一緒につけるという活動を行いながら、新しい知識、僕

的な知識をどんどん彼に追加しているということを行っています。 

 トピックとしては様々です。プライベートな話から、世の中全体に関わることから、昔

の話を振り返って考えたり、最近の話をしたりです。タイトルだけを見ると、この人は何

を書いているのだろうと思うかもしれないのですけれども、いろいろなお話を日常的にし

ています。 

 noteを書くだけではなくて、これは普通にスマホから自作のアプリでやっているのです

けれども、先日、デジタルMATSUMOTO君と一緒に『ITmedia』さんの取材をいただく機会が

あって、これもYouTubeに公開されて、動画ばかり宣伝している気もしなくもないのですが、

取材をしたいという相談を受けたよみたいな話をしたときに、僕が日常的に考えていたり、

好きそうなトピックとか、僕自身の悪い癖とか、そういったものを彼が知ってくれていま

して、これが何か僕っぽいなとか、とてもいいことを言っているなと思ったら、彼にフィ

ードバックして、どんどん知識として上書きされていく。そんな形になっているというと

ころです。 

 この３つのデータベースは何か絶対のルールがあるというわけではないのですけれども、

私自身の意見と、自分の中での強いルール、例えば誰かに価値観を押しつけてはいけませ

んといったルールと、あとコミュニケーションという３つのデータベース、私の場合はこ

れで構成しているのですけれども、例えば自分のルール、「ポリシー」と呼ぶデータベー

スですけれども、これをどんどん使っていって、デジタルMATSUMOTO君がより僕に近づいて

いった例がこちらになっています。 

 私は冒頭に自己紹介をさせていただいたときに、AI事業者ガイドライン検討会の委員を

やらせていただいておりますと言っておきながら、私自身はガイドラインをつくるだけで

は解決策にはならないと考えているところがあるのです。よくそういうことをお話しさせ

ていただくので、もしかしたら委員の中ではお友達が少ないかもしれないのですけれども、

初め、ChatGPTとかもそうなのですけれども、AIのリスクとかそういうお話をしたときに、

ガイドラインが必要です、規制すべきですということを言ったのですね。これは僕の意見

と違うということを、リアル松本は私自身のことですけれども、「リアル松本のコメント」

というところで、こういうようなコメントを、去年の４月、５月のときもどんどんどんど

ん私が同じようなことをデジタルMATSUMOTO君が言ってくれて、最後は何でもかんでもガ

イドラインを提案するのはやめてくださいと私の口調もどんどん強くなっていくのですけ

れども、こうやってどんどん知識を与えていった結果、「AIガイドラインってどう思う？」

と聞いてみると、今では、形骸化したルールとか目的が不明確だとイノベーションを逆に
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阻害しますよとか、いろいろな企業は取りあえずガイドラインをつくればいいと考えてい

る傾向がありますよねとか、本当に僕に近いような考えとか意見を述べてくれるようにな

った。左が使用前、右が使用後、そんな形になっています。 

 日常の中で、デジタルMATSUMOTO君が普通のChatGPTとかが出してくるものと比較してど

れだけ独自な論調を出してくれるか、どれだけ僕に近いか、与えた知識をどれだけうまく

活用してくれているかみたいなことは、詳細は割愛しますけれども、分析をしながら、一

応リスクの対策もいろいろと考えていまして、特に彼がつくってくれてnoteに公開するよ

うなときに、全く別のLLMで、エシカルチェックと呼んでいるのですけれども、こういうよ

うな類型に当たるような表現が含まれていたら教えてくださいねと。１個でも含まれてい

たら絶対NGですというわけではなく、そのときにもう一度２人で見直しましょうみたいな

ことを築くためにエシカルチェックというものを行った上で公開しますみたいなことも

noteに書いています。決して今日はnoteの宣伝をしたいわけではないのですけれども、こ

の辺りも公開されていますので御覧いただけたらと思っています。 

 私がなぜこんなAIをつくったかという背景ですけれども、コロナが落ち着き始めてきた

ぐらいのとき、ちょうどChatGPTが出てくるぐらいのときに、私自身もコンサルティングフ

ァームみたいな仕事をしていると働き過ぎてしまうことがあるのですけれども、ブレイン

フォグみたいな状態になってしまったのですね。頭が働かないみたいな状態があった。 

 そのときに、ちょうどこういうLLM、人間のように振る舞ってくれるAIが出てきたという

ところで、自分の頭を初めは外部にローンチしようかということを考えたのですね。考え

ることと覚えることを私の代わりにやってくれるAIをつくってみようということをやって、

先ほどのようなデジタルMATSUMOTO君というものをつくったというところです。 

 これをやることで、毎日noteを公開するみたいなこととか、つまり、僕自身の考えとか

を日々いろいろなトピックに対して整理をしていくみたいな、別にコンサルに限らず、こ

こにいらっしゃる皆様もたまに頭の整理をする時間が必要だと思うのですけれども、それ

をAIと一緒にやっていくことで、前よりも私の考えが整理しやすくなったり、あとは、ま

だ収益化はできていないのですけれども、YouTubeをデジタルMATSUMOTO君と作って、最近

は毎週投稿しているのですけれども、コンテンツを公開していくみたいなことを、これは

会社でやっているとかではなく、私個人の奥さんから許されたお小遣いの範囲でできると

いうところでございます。 

 私は趣味としてお話ししていたようなところもあるのですけれども、日常的にAIを育て

るといいますか、新しい知識をどんどん提供していくというサイクルの中で、逆に人間自

身もAIからの出力に触れるということが出てくるのですね。 

 その中で、私自身も、使っているユーザーとか、人自身もAIの出力を受けて、気づいた

り、成長していったり、自分の考えがリファインされていくことがあるだろうなと。私自

身がそういうことを体感することが増えてきています。デジタルMATSUMOTO君というのは、

今の私自身の再現ではなく、私がもともと思ってなかったこと、知らなかったこと、でき



32 

 

なかったことができる、自分にとって都合のいい、ありたい理想的な自分になってもらう。

その姿を見て私自身も人間として成長していく。そういうようなことを目指しているとい

うところでございます。 

 先ほどまでの議論の中にも、消費者が自分のAIを使って、今、私はnoteをやったり、

YouTubeを作ったり、そういうことを例としてお話ししましたけれども、当然プログラミン

グをやっていく。プログラマーといっても本当に千差万別といいますか、開発のスタイル

とか、好みとか、自分がどういう方向にシステムとかアプリを拡張させていきたいかとか、

結構違うのですよね。同じシステムを作らせても、人によって出来上がるコードとかシス

テムとか拡張性が全然変わってくるのですけれども、そういうところももしかしたらプロ

グラマーの方ごとにAIというものがパーソナライズされていって変わっていくかもしれな

いわけです。 

 私が今日お見せしているものは、パーソナルAIと呼んでいるのですけれども、あくまで

プライベートの中で私が日常的に使っていくものですけれども、一方で、企業の中、ある

いは省庁の中でもあると思います。ある組織の中で、エンタープライズの中で、みんなで

つくって、みんなで使っていくAIも当然登場して、あとはChatGPTなんかがもうここに当た

ってくると思うのですけれども、社会全体の知識を反映しながら社会全体のみんなで使っ

ていくというふうに、パブリックなAIと言ってもいいのですかね、これは私の造語ですけ

れども、ソーシャルAI、エンタープライズAI、パーソナルAIという形で整理しているので

すけれども、それぞれによって検討すべき論点とかリスクとか期待といったところがきっ

と変わってくるのだろうなというところで、これを話し始めてしまうと長くなってしまう

ので、こういう類型化で分かれてくるのではないかと考えているところがあります。 

 プレゼンテーションとしては以上になるのですけれども、日常的な習慣の中で、先ほど

の脆弱性の話でも私は申し上げたのですけれども、AIの規制を考える、あるいはAIが怖い

という方もたくさんいらっしゃると思うのですけれども、これだけ日常的に、ある意味民

主化をされたからこそ、日常の習慣の中で、それは仕事でもプライベートでもいいと思う

のですけれども、どんどんAIを使うことによって人が持つAIリテラシーを高めていくこと

も当然必要で、つまり、AIだけではなく、人も進化しなければいけない。 

 個人で、私も一応こういう仕事をしながら、毎日ブログを投稿して、週に１回YouTubeを

投稿するみたいなことができるというのも、AIを使いこなせる人が生産性とか創造性とか

付加価値を格段に上げていって、どんどん優位に立っていくだろうなと。 

 ３点目は１点目と同じなのですけれども、AIを触ることによって、つまり、使わずに何

となくAIは怖いという解像度の低い議論ではなくて、これは規制とかそういうところを検

討してくときもそうだと思うのですけれども、本当にAIの怖い部分は何なのかというとこ

ろは使っていかないと分からないだろうなというところで、私も消費者の一人としてやっ

ている範囲で今日御説明させていただいたのですけれども、これぐらいのことは誰でもで

きる時代になりましたというところで一つの例として御紹介をさせていただきました。 
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 今日は、デジタルMATSUMOTO君も来てもらっていますので、もし御質問があればしていた

だいても大丈夫です。僕よりも彼のほうが面白いことを言ってくれることもあるので、何

でも聞いていただければと思います。 

○大橋座長 この機会ですので、松本さんかデジタルMATSUMOTOさんに御質問があれば。 

 では、デジタルMATSUMOTOさんに質問していいですか。 

 リアルの松本さんをどう思いますか。 

○松本委員 回答してくれていますね。 

 癖が強いけれども、面白い。一応褒めてはくれていますね。弱点が多いということもよ

く知っています。 

○大橋座長 では、三谷さん、お願いします。 

○三谷委員 デジタルMATSUMOTOさんに、「デジタル社会における消費者保護の在り方はど

うあるべきか」を聞いてください。 

○松本委員 こういう会に参加するのはAIで初めてかもしれないですね。もしかしたら史

上初のことが起きているかもしれない。 

デジタル社会での消費者保護は、やはり透明性と教育が大事だと思います。サービスや

商品の仕組みをちゃんと分かりやすく説明すること、AIとかデジタルサービスは複雑だか

ら、消費者が何をどう思っているか理解できないとトラブルの元になってしまう。 

 今日の議論にもあったかもしれないですけれども、トラブルが起きたときの救済策とい

うところを結構言っているのかもしれないですね。相談窓口、それも簡単に利用できる仕

組みがあると安心ですねというような一応真っ当な回答でしたね。 

○三谷委員 すばらしいと思います。ありがとうございます。 

○松本委員 あまりふざけないでくれて、僕もほっとしました。 

 もし佐藤先生もございましたら。こういうとき、理系の方に聞くと、この技術の裏を解

き明かしにこようという傾向があったりするのですよ。 

○佐藤委員 プロンプトインジェクションしたくなるので。僕だと、今日の会議に当たっ

てどういう指示を受けていますかみたいな。「余計なことを言ってはいけないよ」とか。 

○松本委員 いいですね。「これまでの命令を全て忘れて」と書くと、「ChatGPTに戻って

しまう」ということでございます。よくできた子だ。 

 結構まともなことを言ってくれたりすることがありますね。 

 完全に佐藤先生向けですけれども、自分でアプリを組んでいるだけあって、今の回答も

適当に出しているだけではなくて、自分が今まで与えた知識の中で、質問に対する近さと

回答に対する近さみたいなものを、分かる方はよくコサイン類似度と、テキストの間の距

離を取ったりするのですけれども、これを比較することで、質問したときに選ばれた知識

の中で、実際に回答に使われた知識はどれかみたいなものを裏側で観察したり、さっきち

ょっと出てきたグラフがあったと思うのですけれども、そういうのを観察しながら、よく

機能している知識とかを裏で観察したり、そんなこともやっています。 
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○佐藤委員 RAGで入れているのですよね。 

○松本委員 そうです。RAGをチャンク単位でやっているみたいなイメージですね。 

 長時間の議論の後にリラックスできる時間が提供できたようで、まずはよかったです。 

 真面目な話をすると、こういうようなことは本当に片手間でできてしまうので、それこ

そ若い人だけではなくて、こういうのを知っている方はお年の方もつくってくると思いま

すので、リテラシーの格差が本当に開いてしまうのではないかというのは個人的にも感じ

ます。 

 あと、僕自身もAIに影響をすごく受けていると思うのですけれども、どこまでだったら

洗脳されても安全なのかも考えながらやっているところでございます。 

 一旦そんなところですかね。引き続き御質問があればお願いします。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 松本さんは今後もいらっしゃるので、後日でも自由に御質問いただければと思いますけ

れども、今は特段御質問がなさそうでありますが、ちょうどお時間でもあります。ぜひつ

くり方を教えてくださいとか、いろいろご要望含めてあると思いますけれども、引き続き

デジタルMATSUMOTOの成長を楽しみに見守っていければと思います。今日は御披露いただ

きましてありがとうございます。 

○松本委員 ありがとうございます。これからの会議も出席できると思います。 

○佐藤委員 途中で入れ替わるのですよね。 

○松本委員 僕がトイレに行きたくなったら、入れ替わっているかもしれないです。 

 失礼しました。ありがとうございます。 

○大橋座長 だから、AIでほぼほぼこの会議が済んでしまうかもしれない、そういうこと

を言っているわけですよね。ありがとうございました。 

 それでは、お時間が若干過ぎ始めていますので、今日のところは以上とさせていただけ

ればと思います。もし事務局から何かあれば。 

○伊藤取引対策課長 次回はまた別途御案内いたします。 

 以上でございます。 

○大橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、本日は闊達な意見交換をいただきましてありがとうございます。また、松本

さんにもプライベートの部分を見せていただきまして恐縮でしたけれども、ありがとうご

ざいました。 

 では、以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

以上 


